
10,000 ポイント10,000 ポイント配布します
物価高騰対策桐ペイカード配布事業物価高騰対策桐ペイカード配布事業

８. 働きがいも経済成長も

11. 住み続けられるまちづくりを

停止日＝３月19日（木）午後５時から

再開日＝４月１日（水）午前９時から

停止対象事業＝次の①～③のとおり

①現金をチャージすると、チャージ額の１パーセン

　トのプレミアムポイントがいつでももらえる「通

　常チャージ」の受け付け

②イベントなどの主催者からお預かりした資金を原

　資として市が発行するポイントを、プレゼントや

　景品などさまざまなシーンに利用できる「だれで

　もポイント」のうち、有効期限が４月１日以降と

　なるポイントの発行

　※停止期間中に、対象となるだれでもポイントの

　　発行を受けたい人は、早めにご相談ください　

　　（ご希望に沿えない場合もあります）。

③500・1,000・3,000・ 5,000・10,000円分のポイン

　トが入ったカードを窓口で購入することができる、

　「定額カード」の販売

通常チャージ・だれでもポイントの一部発行通常チャージ・だれでもポイントの一部発行
および定額カードの販売を一時停止しますおよび定額カードの販売を一時停止します

10 月 31 日（土）

午後 11 時 59 分まで

●配偶者からの暴力などの特別な事情
　により住民登録とは異なる場所に居
　住している人へ　
　３月 19 日（木）までにＤＸ推進室

へ申し出ることで、現在の居住地へ送

付します。

●事業者の皆さんへ
　桐ペイ加盟店登録の申請は、随時受

け付けています。登録・決済の手数料

は無料です。この機会に、ぜひご検討

ください。

※加盟店の登録には、約１週間かかり

　ます。早めに申請してください。

　食料品などの価格高騰の影響を受けている市民の皆さんの負担

を軽減するため、桐ペイ 10,000 円分のポイントが入ったカード

を配布します。ぜひご利用ください。

問い合わせ＝ＤＸ推進室コールセンター（☎ 46 ‐ 1041）、ＤＸ

推進室（☎ 32 ‐ 4196）

桐ペイ加盟店

※一部の加盟店ではカードでの決済ができませ

　ん。利用可能店舗については、同封する加盟

　店一覧をご確認ください。なお、スマホアプ

　リにポイントを移行することで、全加盟店で

　利用可能になります。

利用可能利用可能
店舗店舗

簡易書留にて、世帯員全員のカードを世帯主あ

てに、住民基本台帳に記載されている住所へま

とめて送付します。

配布方法配布方法

令和８年１月１日（基準日）時点で桐生市の住

民基本台帳に記載のある人

※基準日以降に住所を変更した人は、郵便局へ

　転送手続きをすると変更先の住所へ届きます。

対象者対象者

３月下旬から４月中旬頃まで

※４月中旬を過ぎても届かない場合はお問い合

　わせください。

配布時期配布時期 利用期限利用期限
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乳幼児の健康診査など
　対象者には受付時間を掲載した通知を送付します
ので、ご確認ください。

　市ホームページや桐生ふれあいメールでも確認で
きます。
問い合わせ＝子育て相談課母子保健係（☎ 43 ‐
2003、43 ‐ 2009）

行事 期日 対象 場所

３か月児健康診査 ４/８（水） 令和７年12月１日～12月31日生まれ

保健福祉会館
（末広町）

10か月児健康診査 ４/15（水） 令和７年５月16日～６月23日生まれ

１歳６か月児健康診査 ４/22（水） 令和６年９月21日～10月25日生まれ

２歳児歯科健康診査 ４/28（火） 令和５年10月１日～11月２日生まれ

３歳児健康診査 ４/21（火） 令和４年10月１日～11月１日生まれ

育児相談 ４/30（木） 小学校入学前のお子さんと保護者※要予約

すこやか栄養相談 随時 妊婦または子育て中の人

もぐもぐ離乳食 ４/23（木） 生後４～６か月のお子さんと保護者※要予約

ステップアップ！離乳食 ４/24（金） 生後７～９か月のお子さんと保護者※要予約

３か月児健康診査 ４/16（木） 令和７年12月１日～令和８年１月５日生まれ
新里町保健
文化センター10か月児健康診査 ４/16（木） 令和７年５月16日～６月30日生まれ

１歳６か月児健康診査 ４/16（木） 令和６年９月１日～10月31日生まれ

こども誰でも通園制度を開始

　就労要件などを問わず、月一定時間までの利用枠
の中で時間単位で利用できる「こども誰でも通園制
度」を開始します。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
対象＝保育園などを利用していない生後６か月から
３歳未満の子ども
利用開始期日＝４月１日（水）

利用時間＝月10時間まで
実施施設＝下表のとおり
申し込み＝事前登録が必要です。
３月10日（火）から、子育て支援
課（保健福祉会館１階）へ直接申
請書を提出してください。申請用紙は同課と市ホー
ムページにあります。登録完了後、国が提供する総
合支援システムから手続きを行います。
問い合わせ＝子育て支援課子ども施設係（☎47‐
1156）

施設名 場所 電話番号 実施形態

明照保育園 本町 43‐ 1960 余裕活用型

ひまわり保育園 相生町 52‐ 9109 一般型（在
園児と合同）

沼の上保育園 境野町 46‐ 1218 余裕活用型

すぎの子幼稚園 新里町 74‐ 6656 一般型（在
園児と合同）

桐生北こども園 東久方町 44‐ 4915 余裕活用型

にじいろこども園 仲町 43‐ 0892 余裕活用型

立正保育園 浜松町 44‐ 5313 余裕活用型

広沢保育園 広沢町 52‐ 9411 余裕活用型

認定こども園みらい 相生町 52‐ 1620 余裕活用型

たかのす聖母保育園 川内町 65‐ 9128 余裕活用型

施設名 場所 電話番号 実施形態

たかぞのこども園 梅田町 32‐ 1275 余裕活用型

大雄保育園 広沢町 53‐ 8313 余裕活用型

認定こども園はなぞの 川内町 65‐ 6835 余裕活用型

菱保育園 菱町 45‐ 0112 余裕活用型

新里こども園 新里町 74‐ 1881 余裕活用型

おおぞら幼保園 新里町 74‐ 0334 余裕活用型

らららこども園 東 47‐ 1066 余裕活用型

認定こども園おおぞら 広沢町 46‐ 6031 余裕活用型

のびのびこども園 新里町 74‐ 1313 余裕活用型

一般型（在園児と合同）…施設の定員枠外で利用可能一般型（在園児と合同）…施設の定員枠外で利用可能
余裕活用型…施設の定員枠内で利用可能余裕活用型…施設の定員枠内で利用可能

9 ☎桐生市の市外局番は0277☎桐生市の市外局番は0277


